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4710010 今津 ｲﾏﾂﾞ 1 中津市 中津市 大　分　県 S28.3.25 S49.4.30

4710020 高津 ﾀｶﾂ 1 宇佐市 宇佐市 大　分　県 ○ S35.2.20 H2.8.18

4710025 和間 ﾜﾏ 1 宇佐市 宇佐市 大　分　県 ○ S48.3.27

4710030 真玉 ﾏﾀﾏ 1 豊後高田市 豊後高田市 大　分　県 S33.9.27 S45.8.8 半島

4710040 尾鷲 ｵﾜｼ 1 豊後高田市 豊後高田市 大　分　県 S35.2.20 半島

4710050 小林 ｵﾊﾞﾔｼ 1 豊後高田市 豊後高田市 大　分　県 ○ S35.2.20 半島

4710060 三浦 ﾐｳﾗ 1 豊後高田市 豊後高田市 大　分　県 ○ S27.5.7 S50.4.11 半島

4710070 松津 ｼｮｳﾂﾞ 1 豊後高田市 豊後高田市 大　分　県 ○ S28.3.25 S50.4.11 半島

4710080 西浦 ﾆｼｳﾗ 1 東国東郡姫島村（姫島） 姫島村 大　分　県 ○ S28.3.25 離島

4710090 北浦 ｷﾀｳﾗ 1 東国東郡姫島村（姫島） 姫島村 大　分　県 ○ S28.3.25 S40.3.31 離島

4710100 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ 1 東国東郡姫島村（姫島） 姫島村 大　分　県 ○ S40.3.31 離島

4710110 小野田 ｵﾉﾀﾞ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S35.2.20 半島

4710120 種田 ﾀﾈﾀﾞ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ ○ S28.3.25 半島

4710130 古町 ﾌﾙﾏﾁ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S35.2.20 S48.8.20 半島

4710140 古江 ﾌﾙｴ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S27.5.7 半島

4710150 啝ノ浦 ﾅｷﾞﾉｳﾗ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S28.3.25 半島

4710160 面木 ｵﾓﾃｷﾞ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S27.5.7 半島

4710170 内迫 ｳﾁｻｺ 1 国東市 国東市 大　分　県 2 ○ S28.3.25 S54.6.7 半島

4710180 島田 ｼﾏﾀﾞ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S28.3.25 半島

4710190 大海田 ｵｵﾐﾀﾞ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S42.3.31 S43.3.30 半島

4710200 堅来 ｶﾀｸ 1 国東市 国東市 大　分　県 3 ○ S40.1.11 半島

4710210 北江 ｷﾀｴ 1 国東市 国東市 大　分　県 ○ S28.3.25 S57.3.12 半島

4710220 平床 ﾋﾗﾄｺ 1 国東市 国東市 大　分　県 2 ○ S28.3.25 S60.10.9 半島

4710230 来浦 ｸﾉｳﾗ 1 国東市 国東市 大　分　県 S43.3.30 S48.3.27 半島

4710245 奈多 ﾅﾀ 1 杵築市 杵築市 大　分　県 S54.12.21 半島

4710280 八代 ﾔｼﾛ 1
速見郡日出町
杵築市

日出町 大　分　県 ○ ○ S29.10.30 半島

4710290 真那井 ﾏﾅｲ 1 速見郡日出町 日出町 大　分　県 ○ ○ S28.3.25 半島

4710300 瀬ノ上 ｾﾉｳｴ 1 速見郡日出町 日出町 大　分　県 ○ S28.3.25 半島

4710310 小深江 ｺﾌﾞｶｴ 1 速見郡日出町 日出町 大　分　県 ○ ○ S28.3.25 半島

4710320 豊岡 ﾄﾖｵｶ 1 速見郡日出町 日出町 大　分　県 ○ ○ ○ S28.3.25 半島

4710330 神崎 ｺｳｻﾞｷ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710340 大平 ｵｵﾋﾗ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710350 志生木 ｼﾕｳｷ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710360 福水 ﾌｸﾐｽﾞ 1 大分市 大分市 大　分　県 S28.3.25 H7.7.5

4710370 小黒 ｺｸﾞﾛ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25 H29.6.20

4710380 白木 ｼﾗｷ 1 大分市 大分市 大　分　県 S28.3.25

4710390 玉井 ﾀﾏｲ 1 大分市 大分市 大　分　県 S28.3.25

4710400 室生 ﾑﾛｳ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710410 田ノ浦 ﾀﾉｳﾗ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710420 上浦 ｳﾜｳﾗ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710430 下浦 ｼﾀｳﾗ 1 大分市 大分市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710450 中津浦 ﾅｶﾂｳﾗ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ ○ S28.3.25

4710460 津久見島 ﾂｸﾐｼﾞﾏ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710470 上浦(臼杵) ｳﾜｳﾗ(ｳｽｷ) 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S40.3.31

4710480 鳴川 ﾅﾙｶﾜ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 S28.3.25

4710490 坪江 ﾂﾎﾞｴ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710500 深江 ﾌｶｴ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710510 東深江 ﾋｶﾞｼﾌｶｴ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S40.3.31

4710520 清水 ｼﾐｽﾞ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710530 泊ヶ内 ﾄﾏﾘｶﾞｳﾁ 1 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S40.3.31

4710540 楠屋 ｸｽﾔ 1 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S28.5.28

4710550 長目 ﾅｶﾞﾒ 1 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S26.9.7

4710555 日代 ﾋｼﾞﾛ 1 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S45.8.8

4710580 赤江 ｱｶｴ 1 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S35.2.20

4710590 仙水 ｾﾝｽｲ 1 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S28.5.28 S35.2.25

4710600 大元 ｵｵﾓﾄ 1 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S28.5.28 S35.2.25

4710610 無垢島 ﾑｸｼﾏ 1 津久見市（無垢島） 津久見市 大　分　県 ○ S27.5.7 離島

4710620 高浜 ﾀｶﾊﾏ 1 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S40.1.11

4710630 大浜 ｵｵﾊﾏ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S35.2.20 H17.3.30

4710640 蒲戸 ｶﾏﾄﾞ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710650 福泊 ﾌｸﾄﾞﾏﾘ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710660 長田 ﾅｶﾞﾀ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710670 浅海井 ｱｻﾞﾑｲ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7 S39.1.17

4710680 浪太 ﾅﾌﾞﾄ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25
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4710690 大入島 ｵｵﾆｭｳｼﾞﾏ 1 佐伯市（大入島） 佐伯市 大　分　県 ◎ S27.5.7 S53.4.12 離島

4710700 二栄 ﾌﾀﾊﾞｴ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ◎ S27.5.7

4710710 高松 ﾀｶﾏﾂ 1 佐伯市（大入島） 佐伯市 大　分　県 ○ ◎ S28.3.25 離島

4710720 日向泊 ﾋｭｳｶﾞﾄﾞﾏﾘ 1 佐伯市（大入島） 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25 離島

4710730 塩ケ谷 ｼｵｶﾞﾀﾆ 1 佐伯市（大入島） 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25 S40.1.11 離島

4710740 片神 ｶﾀｶﾞﾐ 1 佐伯市（大入島） 佐伯市 大　分　県 ○ ◎ S28.3.25 離島

4710750 護江 ﾓﾘｴ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ ◎ S28.3.25 H7.2.24

4710760 霞ケ浦 ｶｽﾐｶﾞｳﾗ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ ◎ S27.5.7

4710770 吹浦 ﾌｷｳﾗ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710780 二又 ﾌﾀﾏﾀ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710790 有明 ｱﾘｱｹ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710800 羽出 ﾊｲﾃﾞ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710810 中越 ﾅｶｺﾞｼ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710820 島江 ｼﾏｴ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S35.2.20

4710830 猿戸 ｻﾙﾄﾞ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 S27.5.7

4710840 丹賀 ﾀﾝｶﾞ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S33.9.27

4710850 梶寄 ｶｼﾞﾖｾ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S33.9.27

4710860 間越 ﾊｻﾞｺ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25 H18.12.28

4710870 小浦 ｺｳﾗ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25

4710900 尾浦 ｵｳﾗ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7

4710910 元猿 ﾓﾄｻﾙ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7 S35.2.25

4710920 屋形島 ﾔｶﾀｼﾞﾏ 1 佐伯市（屋形島） 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25 離島

4710930 深島 ﾌｶｼﾏ 1 佐伯市（深島） 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25 離島

4710940 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25 S59.12.11

4710950 波当津 ﾊﾄｳﾂﾞ 1 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S28.3.25 S43.3.30

4720010 小祝 ｺｲﾜｲ 2 中津市 大分県 大　分　県 ○ S43.3.30 H11.8.3

4720020 長洲 ﾅｶﾞｽ 2 宇佐市 大分県 大　分　県 ○ ○ S26.9.7 H15.5.9

4720030 香々地 ｶｶﾁﾞ 2
豊後高田市
国東市

大分県 大　分　県 2 ○ S26.9.7 S40.1.11 半島

4720040 竹田津 ﾀｹﾀﾂﾞ 2 国東市 大分県 大　分　県 ○ ○ S26.9.7 半島

4720043 安岐 ｱｷ 2 国東市 国東市 大　分　県 2 　 S26.9.7 S45.5.29 半島

4720044 美濃崎 ﾐﾉｻｷ 2 杵築市 杵築市 大　分　県 ○ ○ S35.2.20 H15.5.9 半島

4720045 加貫 ｶﾇｷ 2 杵築市 杵築市 大　分　県 ○ S27.5.7 半島

4720047 大神 ｵｵｶﾞ 2 速見郡日出町 日出町 大　分　県 ○ ○ S43.3.30 半島

4720050 大分 ｵｵｲﾀ 2 大分市 大分県 大　分　県 ◎ S26.9.7 S41.11.7

4720055 佐志生 ｻｼｳ 2 臼杵市 臼杵市 大　分　県 ○ S28.3.25 H18.8.4

4720060 臼杵 ｳｽｷ 2 臼杵市 大分県 大　分　県 ○ ○ S43.12.20

4720070 四浦 ﾖｳﾗ 2 津久見市 津久見市 大　分　県 ○ S39.1.22

4720090 大島 ｵｵｼﾏ 2 佐伯市（大島） 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7 S35.2.2 離島

4720100 色宮 ｲﾛﾐﾔ 2 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S27.5.7 S35.2.25

4720105 入津 ﾆｭｳﾂﾞ 2 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S36.10.17

4720107 灘内 ﾅﾀﾞｳﾁ 2 佐伯市 佐伯市 大　分　県 ○ S36.3.31

4720110 亀川 ｶﾒｶﾞﾜ 2 別府市 大分県 大　分　県 ○ S44.12.23

4730005 松浦 ﾏﾂｳﾗ 3 佐伯市 大分県 大　分　県 ○ S26.9.7 H17.2.23

4730010 蒲江 ｶﾏｴ 3 佐伯市 大分県 大　分　県 2 ○ ○ S26.9.7 H17.2.23

4740010 佐賀関 ｻｶﾞﾉｾｷ 4 大分市 大分県 大　分　県 ○ S26.9.7 H16.12.16

4740020 保戸島 ﾎﾄｼﾞﾏ 4 津久見市（保戸島） 大分県 大　分　県 ○ S28.3.25 H11.10.5 離島

（注）

１．分区欄は、分区の指定がある漁港について本港を含めた当該漁港全体の分区数を表す。
２．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。
３．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。
４．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。
５．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。
６．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施
地域、「奄美」は奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。
７．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年
法律第33号）に基づく有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。
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